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当出張所では毎週、山元海岸（笠野・中浜工区）

と岩沼海岸（蒲崎工区）のパトロールを実施して、

違法行為及び、異常や損傷がないかの確認や、危険

箇所への注意喚起看板の設置等をおこなっています。

以下の写真は、パトロールで見つかった不法行為

の一例です。

▲焚き火（山元海岸）
▲不法占用（山元海岸）

カイガンマン

◇海岸は個人の占用場所ではありません
美しく安全な海岸をみんなで守って行き
ましょう！！

◇不法占用や不法投棄は海岸法に抵触
し、場合によっては罰則の対象となり
ますので絶対にやめましょう！！

～ウミガメの漂着～
７月１５日(金)山元海岸でアカウミガメの遺骸の漂着が

ありました。
発見後は宮城県に処分を依頼した後、カメの場合はNPO
法人へ情報提供をしています。
毎年、７月から９月頃にウミガメやイルカの遺骸が打

ち上げられていることが多くありますので発見した際は
仙台海岸出張所
【0223-25-5431】へ連絡お願いします。 ▲山元海岸（R4.7.15撮影）



ヘッドランドや波消しブロックは海岸の侵食を防ぐためのもので、釣り

をしたり遊んだりする場所ではありません。

急な高波や離岸流と呼ばれる強い流れの発生、波消しブロックからの

滑落などの可能性があり非常に危険なため立ち入らないでください。

▲ハマヒルガオ

▲ハマエンドウ▲テリハノイバラ▲ハマボウフウ

▲コウボウムギ

仙台南部海岸では４月から
１０月にかけて様々な海浜
性植物が毎年きれいな花を
咲かせています。
現在、山元海岸・蒲崎海岸
の砂浜でみられる花々にな
ります。
これからも、東日本大震災
の大津波にも力強く生き残
った植物を保護し、環境に
配慮した工事を行っていき
ます。


